
  

 

  

 

令和 8 年４月１日現在 

都留市には、次のような独自の補助金制度がありますので、ご利用ください。なお、補助金を受けることので

きる要件や補助額等の詳細につきましては、各問い合わせ先にお尋ねください。 

番号 制度の名称 制度の概要 対象者 内  容 問合せ先 

1 まちづくり事業

補助金 

（防犯灯整備事

業） 

自治会等が管理し

ている防犯灯の新

設や取替に要する

費用を補助しま

す。 

自治会、防犯灯を

管理している団

体 

補助金の額： 

防犯灯器具の新設・取替 

LED 灯 12,000 円 

蛍光灯  5,000 円 

柱の新設・取替 

     15,000 円 

※防犯灯および柱の移設・撤去や

部分的な修繕・交換は補助対象外 

地域環境課 

地域振興担当 
 

2 まちづくり事業

補助金 

（自治会施設整

備事業） 

自治会が管理する

自治会施設の増改

築、修繕等に要す

る費用を補助しま

す。 

自治会 補助金の額： 

増改築・修繕 補助対象経費の

1/3 又は限度額（100 万円）のい

ずれか低い額 

自治会が管理する

自治会施設の新築

に要する費用を補

助します。 

自治会（※地縁

による団体の認

可を受けている

こと） 

補助金の額： 

補助対象経費の 1/3 又は限度額

（200 万円） 

自治会施設として

の空き家等の中古

建物取得費用 

自治会（※地縁

による団体の認

可を受けている

こと） 

補助金の額： 

補助対象経費の 1/3 又は限度額

（100 万円） 

自治会施設の用地

としての土地取得

費用 

自治会（※地縁

による団体の認

可を受けている

こと） 

補助金の額： 

補助対象経費の 1/3 又は限度額

（100 万円） 

・土地取得後、３年以内に自治会

施設を竣工すること 

・取得する用地に建物がある場合

は土地取得後、当該建物を自治会

館として取得又は借用すること 

3 まちづくり事業

補助金 

（児童遊園地遊

具整備事業） 

自治会が管理する

公園の遊具の設置

や修繕に要する費

用を補助します。 

自治会 補助金の額： 

遊具の設置や修繕にかかる費用

の 1/2（上限 20 万円） 



番号 制度の名称 制度の概要 対象者 内  容 問合せ先 

4 まちづくり事業

補助金 

（特色あるまち

づくり事業） 

自治会が実施する

環境保全、防災、

文化、青少年活動

に要する費用を補

助します。 

自治会 補助金の額： 

事業費の 10/10（1 自治会年間 3

万円上限） 

地域環境課 

地域振興担当 

5 まちづくり事業

補助金 

（ごみステーシ

ョン用ボックス

整備事業） 

自治会が設置する

ごみステーション

用ボックスの購入

に要する費用を補

助します。 

自治会 補助金の額： 

ごみステーションの購入にかか

る費用の 1/2（上限 5 万円） 

6 まちづくり事業

補助金 

（地域協働のま

ちづくり推進事

業） 

 

各地域協働のまち

づくり推進会の運

営・活動に要する

費用を補助しま

す。 

 

地域協働のまち

づくり推進会 

補助の額： 

運営・活動に要する費用 

上限 30 万 

以下の活動のいずれかを 10 人以

上の参加により年 5 回以上実施

した場合の補助  

5 万円 

・環境美化事業 

・文化活動事業 

・健康増進事業 

 

地域協働のまちづ

くり開地ふれあい

集会所の施設運営

に要する費用を補

助します。 

開地地域協働の

まちづくり推進

会 

補助の額： 

上限 15 万円 

 

7 防犯カメラ設置

事業補助金 

犯罪の予防等を目

的に防犯カメラの

設置を行う団体に

対し、その設置費

用を補助します。 

自治会、まちづ

くり協議会、防

犯組織 

補助金の額： 

防犯カメラの設置にかかる費用

の 1/2（上限 15 万円） 

8 コミュニティ助

成事業補助金 

自治会やコミュニ

ティ組織が活動に

必要な設備や自治

会館等の施設を整

備する費用を補助

します。 

自治会、コミュ

ニティ組織 

補助金の額： 

一般コミュニティ助成事業 100

万円から 250 万円まで 

コミュニティセンター事業 事

業費の 3/5（上限 1,500 万円） 

 



 

番号 制度の名称 制度の概要 対象者 内  容 問合せ先 

9 環境保全促進

助成事業補助

金 

自治会やコミュニ

ティ組織が地域環

境にかかる保全活

動、啓発教育のため

のイベントに要す

る費用を補助しま

す。 

自治会、コミュ

ニティ組織 

補助金の額： 

100 万円 

※毎年実施する活動、書籍の発

刊やクリーン活動は対象外 

 

地域環境課 

環境政策室 

10 空家等地域活

性化拠点整備

事業 

空家等について、リ

フォーム後の住宅

または除却後の跡

地を地域コミュニ

ティの活性化に活

用するためのリフ

ォームまたは除却

に要する費用の一

部を補助します。 

自治会、まちづ

くり協議会等 

補助金の額： 

空家等のリフォームにかかる費

用の 2/3 の額（上限 150 万円） 

空家等の除却にかかる費用の

4/5 の額 

（上限 200 万円）  

 

11 防災資機材整

備費補助金 

自主防災組織が整

備をする防災資機

材の購入に要する

費用を補助します。 

自主防災組織 補助金の額： 

防災資機材の購入及び機械類の

修繕にかかる費用の 2/3 の額 

（3 万円以上の備品） 

※消耗品や 3 万円以下の備品は

1/2 の額 

（1 組織年間 1 回 10 万円上限） 

総務課 

行政防災室 

危機管理担当 

12 自主防災組織

防災訓練経費

補助金 

自主防災組織が実

施する防災訓練に

要する費用を補助

します。 

自主防災組織 

避難所自主防災

組織 

補助金の額： 

事業費の 10/10 

（１自主防災組織 1 万円上限、

1 避難所自主防災組織 3 万円上

限） 

※年度内 1 回のみ申請可能 

13 コミュニティ

助成事業補助

金 

自主防災組織が実

施する防災活動や、

活動に付随する資

機材の費用を補助

します。 

自主防災組織 補助金の額： 

30 万円から 200 万円まで 

 

 

 



 

番号 制度の名称 制度の概要 対象者 内  容 問合せ先 

14 元気な都留市

「いーばしょ」

づくり事業補

助金 

高齢者などの通い

の場である「いーば

しょ」の運営等にか

かる費用を補助し

ます。 

「いーばしょ」

づくりを行う団

体 

補助金の額： 

施設改修費用:（上限 20 万円） 

備品購入費:（上限 10 万円） 

※いずれも補助対象となった場

合は 10 年間補助対象外 

施設借上費用:(上限月額 2万円） 

講師費用:（上限年額 12 万円） 

※1 回あたり上限 2 万円 

運営費:（上限年額 10 万円）  

※1 回あたり上限 2 千円 

移動支援費:（上限年額 4 万円） 

※1 回 200 円 往復 400 円 

長寿介護課 

包括支援担当 

15 地区敬老会補

助金 

地域で老人週間前

後に敬老会を開催

する際に要する費

用を補助します。 

敬老会実施団体 補助金の額： 

敬老会を開催する年度の翌年の

4月 1日において 70歳以上の高

齢者の参加人数に 1 千円を乗じ

た額 

16 消防施設等整

備事業補助金 

防災対策充実のた

めの消防施設等設

備の施工に要する

費用を補助します。 

自治会、消防団 補助金の額： 

消防詰所、火の見やぐら等の新

築・増改築・修繕・解体撤去費

用の 3/4（上限 750 万円） 

消火栓附属設備設置 費用の

3/4（上限 30 万円） 

消防課 

庶務担当 

 


